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１ 平成 24年商標関係事件判決の概観

裁判所ウェブサイトの「知的財産裁判例集」(1)に掲載

されている平成 24 年 1 月から 12 月までの商標関係事

件の判決の件数は 96 件である。なお，この件数は，平

成 25 年 1 月 18 日時点において，キーワード「商標」

により検索し，該当した 130 件を精査し，商標関係事

件以外の事件を除外した件数である。平成 24 年の件

数は，例年に比べて件数が減少した平成 23 年におけ

る件数が 58 件であることと比べると，やや増えてい

る。なお，最高裁による判決の言渡しは見受けられな

い。

訴訟類型及び争点ごとの件数は，次のとおりであ

る。
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平成22年及び23年（暦年）に引き続き，平成24年（暦年）に言い渡され，裁判所ウェブサイトに掲載

された商標に係る事件の判決及び不正競争に係る事件の判決の概況を報告する。平成22年，23年の概況に

ついては，それぞれ，パテント64巻6号（4月号），65巻7号（7月号）に掲載している。本稿では，商標

に係るものを「第1」において紹介し（白井担当），不正競争に係るものを「第2」において紹介する（湯浅担

当）。
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２ 無効審判に係る審決取消訴訟

（１） 著名なスポーツカー・メーカーの登録商標と

の類似性が問題とされた事例

知財高判平成 24 年 5 月 31 日（平成 23 年(行

ケ)10426 号）〔Lambormini 事件〕

原告（請求人）は，引用商標の商標権者であるが，

スポーツカーを製造販売する世界的に著名な企業であ

る。

被告（被請求人）は，本件商標の商標権者であるが，

原告のスポーツカーを模したカスタムバギー（総排気

量 50cc 以下又は定格出力 0.6kW以下の原動機を有す

る普通自動車）を「Lambormini」や「ランボルミーニ」

との商標を使用して，販売している。

原告は，本件商標について，①商標法第 4条 1項 10

号（需要者に広く認識されている商標との類似），②同

15 号（混同のおそれ），及び，③同 19 号（商標の不正

使用）に基づく無効理由を主張して，商標登録無効審

判を請求した。しかし，請求不成立の審決がされたた

め，同審決の取消しを求めて，審決取消訴訟を提起し

た。主たる争点は，各無効理由を通じて，両商標の類

似性にある。

本件商標

指定商品又は指定役務：

第 12 類「自動車並びにその部品及び附属品」・第 35 類

引用商標

指定商品の書換登録後の指定商品：

第 12 類「自動車並びにその部品及び附属品」

裁判所は，引用商標が需要者に広く認識されている

ことを認定した上で，本件商標の要部は，文字部分

「Lambormini」にあるとする。この要部と認定された

文字部分において，両商標とは「GH」が「m」と相違

するにすぎないことなどから，称呼において類似する

とする。そして，本件商標の字体の特徴及び図形部分

の付加の点を考慮しても，全体として類似するとし，

かつ，取引の実情等を総合して判断し，両商標は，互

いに類似するとした。その上で，裁判所は，商標法 4

条 1項 10 号，15 号及び 19 号のいずれの無効理由も認

められるとして，審決を取り消した。

この判決は，文字部分を要部とする認定に基づいて

称呼類似に基づいて全体としての類似性を肯定したも

のであり，従来の裁判例と同様の判断といえる。

ところで，本件においては，被告が，原告商標の世

界的な著名性にただ乗りし，原告の自動車を模してい

ることを明確にしながら，いわばパロディ的な製品で

あるカスタムバギーを製造販売している。著作権に関

係する事件においては，パロディ的な利用が認められ

るかどうかについて議論がある。しかし，商標関係事

件においては，本来的に「業として」用いられること

から，パロディ的な要素を登録を肯定する要素として

考慮することは困難であろう(2)。本件においても，裁

判所は，パロディ的な要素を考慮することなく，端的

に需要者等に広く認識された商標に類似するかなどの
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無効事由の存否を判断している。

（２） 著名なスポーツ用品メーカーの登録商標との

類似性が問題とされた事例

知財高判平成 24 年 11 月 15 日（平成 23 年(行

ケ)第 10326 号）〔adidas 事件〕

著名なスポーツ用品メーカーである原告ら（請求

人）は，引用商標の商標権者であるが，被告（被請求

人）の本件商標に商標法 4 条 1 項 15 号（混同のおそ

れ）に基づく無効理由があるとして商標登録無効審判

を請求した。しかし，特許庁は，本件商標と引用商標

とは，十分に区別し得る別異の商標であるとして，請

求不成立審決をした。そこで，原告らは，同審決の取

消しを求めて，審決取消訴訟を提起した。

主要な争点は，本件商標を指定商品「履物，運動用

特殊靴」に使用したとき，需要者において，原告らの

業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるかであ

る。

本件商標

指定商品：第 25 類「履物，運動用特殊靴」

引用商標

指定商品：第 9類・第 25 類「運動用特殊靴他」・第 28 類

裁判所は，本件商標の登録出願時及び登録査定時に

おいて，「我が国において運動靴の取引者，需要者に，

3本線商標ないしスリーストライプス商標といえばア

ディダス商品を想起するに至る程度に，アディダスの

運動靴を表示するものとして著名であった」と認定し

た。

その上で，裁判所は，外観上の類否のみならず，構

成態様より受ける印象及び指定商品の取引の実情等を

総合勘案し，「4本の細長いストライプではなく，それ

らの間に存在する空白部分を 3本のストライプと認識

する場合」などがあり，原告らの業務に係る商品と混

同を生ずるおそれがあるとして，審決を取り消した。

商標法 4条 1項 15 号の「混同を生ずるおそれ」の有

無については，「レール・デュ・タン事件」の最高裁判

決(3)が示した，①当該商標と他人の表示との類似性の

程度，②他人の表示の周知著名性及び独創性の程度，

③当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等と

の間の性質，用途又は目的における関連性の程度，並

びに，④商品等の取引者及び需要者の共通性その他取

引の実情などに照らし，当該商標の指定商品等の取引

者及び需要者において普通に払われる注意力を基準に

より総合的に判断される。

本件では，裁判所は，最高裁判例の基準を明示して

はいないが，4本のストライプを 3本のストライプと

認識する場合があるかどうかについて，取引の実情な

ども十分に考慮して，そのような場合があると認定

し，混同を生ずるおそれがあると判断している。

（３） 著作物の題号との関係における公序良俗違反

について判断した事例

知財高判平成 24 年 6 月 27 日（平成 23 年(行

ケ)第 10399 号）〔ターザン事件〕(4)

被告（被請求人）を商標権者とする本件商標は，

「ターザン」の文字を標準文字で表記し，指定商品を

「第 7 類 プラスチック加工機械器具，プラスチック

成形機用自動取出ロボット，チャック」とするもので

ある。これに対し，米国の作家バローズによる「ター

ザン」シリーズの著作権者である原告（請求人）が，

公序良俗違反（商標法 4条 1項 7号）に基づく無効理

由を主張して，商標登録無効審判を請求した。

しかし，特許庁は，「ターザン」が米国の作家である

バローズの著作物の題号又はその登場人物の名称とし

て，広く認識されていたものとまでは認められないこ

とから，本件商標は公序良俗に違反するものではない

として，請求不成立審決をした。そこで，原告は，同

審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起した。

裁判所は，「ターザン」が米国の作家であるバローズ

の著作物の題号等として，広く認識されていたものと

までは認めることができないとの審決の認定は是認し

ながらも，「独特の造語になる『ターザン』は，具体的

な人物像を持つ架空の人物の名称として，小説ないし
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映画，ドラマで米国を中心に世界的に一貫して描写さ

れていて，『ターザン』の語からは，……他の観念を想

起するものとは認められないことからすると，我が国

で『ターザン』の語のみから成る本件商標登録を維持

することは，たとえその指定商品との関係で『ターザ

ン』の語に顧客吸引力がないとしても，国際信義に反

する」とした。また，裁判所は，小説シリーズ「ター

ザン・シリーズ」について，著作権者である原告が商

業的な価値の維持管理にも努めてきたとの事情におい

て，著作権者とは無関係な「第三者が最先の商標登録

を行った結果，特定の指定商品又は指定役務との関係

で当該商標を独占的に利用できるようになり，……著

作権管理団体による利用を排除できる結果となること

は，……公正な取引秩序の維持の観点からみても相当

とはいい難い」とした。裁判所は，これらの理由から，

本件商標登録は公序良俗違反に該当するとして，審決

を取り消した。

ところで，商標権侵害事件ながら，周知性が漫画

「ポパイ」のキャラクターを連想させる商標を使用す

る商標権者が，当該漫画の著作権者の許諾を得て漫画

の主人公の名称を商品に付して販売する者に対し，商

標権の侵害を主張することは公正な競争秩序を乱すも

のであり，権利の濫用として許されないとする「ポパ

イ第 3 事件」判決(5)がある。この「ポパイ第 3 事件」

と対比すると，本判決は，「ターザン」がバローズの著

作物の題号等として広く認識されていたとまでは認め

られないとしている点で，若干，相違する。しかし，

本判決における，著作物の価値の維持を図っている著

作権管理団体等の権利を考慮して，指定商品について

の顧客誘引力を有するかに関わらず，第三者が特定の

指定商品等との関係で「ターザン」商標を独占的に使

用することは，公正な取引秩序に反するとする判断

は，「ポパイ第 3事件」と共通する点がみられる。

３ 商標登録取消審決の審決取消訴訟

（１） 代理人等による商標登録の「正当な理由」に

ついて判断された事例

知財高判平成 24 年 1 月 19 日（平成 23 年(行

ケ)第 10194 号）〔Chromax 事件〕

原告（被請求人）は，「Chromax」の文字を標準文字

で表してなり，第 28 類「ゴルフボール，ゴルフ用具」

を指定商品とする商標の商標権者である。

他方，被告（請求人）は，原告と継続的取引にある

台湾法人である。被告は，本件商標登録は，「当該商標

登録出願の日前 1 年以内に代理人若しくは代表者で

あった者」である原告により「正当な理由」がないの

に出願されたものであるから，商標法 53 条の 2 の規

定により取り消されるべきであるとして，商標登録取

消審判の請求をした。特許庁は，被告の請求に理由が

あるとして，本件商標の商標登録を取り消す審決をし

た。そこで，原告は，同審決の取消しを求めて，審決

取消訴訟を提起した。

原告は，同訴訟において，「本件商標の価値を高める

ため，宣伝活動を行い，多額の宣伝広告費用を投じて，

これにより，日本国内における本件商標の価値が高

まったこと」を正当理由として主張した。しかし，裁

判所は，原告による宣伝広告活動が商標の価値を高め

た事実は認定できないとし，本件商標登録には「正当

な理由」は認められないとして，原告の請求を棄却し

た。

なお，商標法 53 条の 2の「正当な理由」としては，

従来から，①海外における商標権者が日本において商

標の権利を取得することを放棄したとか，又は，②取

得する関心がないことを代理人等に信じさせた場合な

どが挙げられている(6)。本判決は，原告の宣伝広告活

動により商標の価値が高められたかとの観点から「正

当な理由」の有無を積極的に判断しているが，このよ

うな観点は上述の「正当の理由」の類型には当てはま

らない。また，代理店等が宣伝広告活動をすることは

一般的であろう。したがって，たとえ，原告の宣伝広

告活動による効果が認められたとしても，直ちに「正

当な理由」が認められるかどうかは，検討の余地があ

る。

（２） 商標の「使用」について判断された事例

知財高判平成 24 年 2 月 21 日（平成 23 年(行

ケ)第 10243 号）〔ももいちご事件〕

被告（請求人）が，商標法 50 条 1 項に基づき，本件

商標（平仮名「ももいちご」及び漢字「百壱五」の上

下二段書き）について，不使用商標登録取消審判請求

をしたところ，特許庁は，原告（被請求人，商標権者）

による使用商標（例えば，本件使用商標 2は，「ももい

ちご」を右中央に大きく記載し，右下にごく小さく

「百壱五」と記載している。）は，本件商標の使用とは

認められないとして，本件商標登録を取り消す旨の審

決をした。そこで，原告（商標権者）がその取消しを

平成 24 年商標・不正競争関係事件の判決の概観

パテント 2013Vol. 66 No. 7 − 145 −



求めて審決取消訴訟を提起した事例である。

本件商標

指定商品：第 31 類「いちご」

本件使用商標 2

裁判所は，本件使用商標 2において，「百壱五」の部

分は「ももいちご」を補足するにすぎず，顕著な自他

識別能力を有していないとしても，「ももいちご」「百

壱五」の両方の文言が，文字の変更や欠落などなく，

共に用いられていれば，社会通念上，本件商標と同一

の商標が使用されているものと認められるとして，商

標登録取消審決を取り消した。

なお，原告（商標権者）は，当初，「ももいちご」の

文字のみからなる商標登録出願が拒絶された後，「百

壱五」との漢字を併記することにより商標登録を受け

たとの経緯がある。このような審査経過を考慮する

と，侵害訴訟において，被疑侵害者が「ももいちご」

のみからなる商標を用いている場合には，本件商標の

侵害とならない可能性があろう。

４ 拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消訴訟

（１） 引用商標の要部の認定

複数の文字部分からなる引用商標，複数の文字部分

及び図形部分からなる引用商標などにおいて，いずれ

の文字部分を要部として特定し，称呼を生ずるものと

するかが問題となる。次の 2つの裁判例は，この点の

判断についての典型的な事例と思われるので，紹介す

る。

ア 引用商標中の大書きされた文字部分を要部とした

事例

知財高判平成 24 年 6 月 13 日（平成 23 年(行ケ)第

10328 号）〔レインボー事件〕

原告（出願人）は，本願商標について，引用商標に

類似するとして，商標法 4 条 1 項 11 号による拒絶査

定を受け，拒絶査定不服審判請求も請求不成立の審決

がされた。そこで，原告は，同審決の取消しを求めて，

審決取消訴訟を提起した。

本願商標

レインボー

（標準文字）

指定商品：第 5類「衛生マスク」

引用商標

指定商品：第 10 類「化学物質を充填した患部用保温保冷具を

患部に固定するための補助カバー」

裁判所においても，引用商標の構成部分のうち中央

下部に大書きされている「RAINBOW」の文字部分を

要部と認定し，本願商標と称呼「レインボー」におい

て類似するとして，原告の請求を棄却した。

イ 引用商標の小書きの文字部分は要部とはいえない

とした事例

知財高判平成 24 年 7 月 12 日（平成 23 年(行ケ)第

10372 号）〔ファンタジーライフ事件〕

原告（出願人）は，本願商標について，引用商標の

右上に小書きされた「fantasy LIFE」の部分から生ず

る称呼及び観念と類似するとして，商標法 4条 1項 11

号による拒絶査定を受けた。拒絶査定不服審判におい

ても請求不成立審決がされた。そこで，商標登録の拒

絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求

めて審決取消訴訟を提起した。
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本願商標

ファンタジーライフ

（標準文字）

指定商品：第 9類「……家庭用テレビゲームおもちゃダウン

ロードもしくはインストール可能な家庭用テレビ

ゲームおもちゃ用プログラム及び追加データ

……」，第 41 類「パーソナルコンピュータによる

通信を用いて行なうゲーム……」

引用商標

指定商品：第 9 類「オンラインゲームのためのコンピュー

ターソフトウェア……」及び第 41 類「インター

ネット上でのオンラインゲームの提供」

これに対し，裁判所は，引用商標において，「mabi-

nogi／マビノギ」の部分は，「fantasy LIFE」の部分よ

りも大きく（高さは約 5倍，幅は約 2倍），かつ，特徴

的な書体で表され，出所識別標識として支配的な印象

を与えることから，引用商標の構成中「fantasy LIFE」

の部分だけを抽出して本願商標と対比すべきではない

とした。そして，本願商標は，引用商標と類似すると

はいえないとして，原告の請求を認容した。

（２）「地名＋製品名」の商標が記述的商標に該当

すると判断された事例

知財高判平成 24 年 10 月 3 日（平成 24 年(行

ケ)第 10197 号）〔HOKOTABAUM事件〕

原告（出願人）は，指定商品を「鉾田市産のバウム

クーヘン」とする本願商標「HOKOTA BAUM」に

ついて商標登録出願をした。しかし，商標法 3条 1項

3号（記述的商標（産地の表示））に該当し，かつ，同

条 2項の要件（使用による顕著性）を満たさないもの

として拒絶査定がされ，拒絶査定不服審判においても

請求不成立審決がされた。そこで，原告は審決の取消

しを求めて，審決取消訴訟を提起した。

裁判所は，最高裁判決(7)を引用しながら，「商品の産

地又は販売値を表すものと認識される可能性がある」

商標について「特定人に独占使用させることが公益上

適当でないと判断されるときには，その商標は商標法

3 条 1 項 3 号に該当する」とする。その上で，裁判所

は，本願商標は，取引者，需要者において「鉾田市産

のバウムクーヘン」であることを理解するものであ

り，特定人に独占使用させることが公益上適当でない

と判断され，商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとして，

原告の請求を棄却した。

なお，「地名＋製品名」という商標は，産地の表示で

あるとしても，地域興しなどのために商標法 3条 1項

の適用が除外される「地域団体商標」（商標法 7 条の

2）としてであれば，登録することができよう。しか

し，本判決が判示するように，そのような商標を特定

人に独占使用させることは，公益上妥当ではないこと

から，本願商標についても，産地の表示として登録す

ることができないとされた。

（３） 我が国の地方公共団体を表示する標章の著名

性について判断された事例

知財高判平成 24 年 10 月 30 日（平成 24 年(行

ケ)第 10125 号）〔日南市章事件〕

原告（出願人）は，本願商標を出願した。しかし，

制定時に告示がされることから著名なものといえる宮

崎県日南市の市章と類似することから，商標法 4条 1

項 6 号（国・地方公共団体等の著名な標章との類似）

に該当するとして，拒絶査定がされ，拒絶査定不服審

判についても請求不成立審決がされた。そこで，原告

は，同審決の取消しを求めて，審決取消訴訟を提起し

た。

指定商品：第 6類「建築用又は構築用の金属製専用材料，金

属製建具，金属製建造物組立てセット」，第 19 類

「セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラ

ス」及び第 21 類「清掃用具及び洗濯用具」
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引用商標（日南市章）

裁判所は，日南市章の著名性について判断し，告示

されたことのみを理由として「著名なもの」とするこ

とはできないし，本願商標の指定商品に係る取引者，

需要者に広く認識されているとも認められないとし

た。

また，裁判所は，本願商標の図形部分はありふれた

図形であり，出所識別標識として強く支配的な印象を

与えるものとまでは認められないとした。そして，

「つつみのおひなやっこ事件」の最高裁判決の基準(8)

を用いながら，本願商標の「DAIWA」の文字部分は

小さいが，企業名としての観念を生じることから，本

願商標から図形部分のみを抽出し，日南市章と比較し

て商標の類否を判断することは許されないとする。そ

して，本願商標と日南市章とを全体として対比すると

類似しないとした。

裁判所は，これらの理由から，原告の請求を認容し，

請求不成立審決を取り消した。

５ 商標登録異議申立てに基づく商標登録取消決定

取消訴訟―欧文字と仮名文字との二段併記商標の

称呼の認定

知財高判平成 24 年 2 月 21 日（平成 23 年(行ケ)

第 10203 号）〔VOSS／フォス事件〕

原告（外国法人）及び日本法人を商標権者とする本

件商標（欧文字と仮名文字の二段併記商標）について，

引用商標の商標権者である被告が商標登録異議の申立

てをしたところ，特許庁は，引用商標と称呼において

類似するとして，商標法 4条 1項 11 号に基づいて，商

標登録を取り消す決定をした。そこで，商標権者の 1

人である原告が同決定の取消しを求めた事例である。

本件商標

指定商品：第 32 類「清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー

ス」

引用商標 1

指定商品：第 30 類「コーヒー，コーヒー豆…」，第 32 類

「コーヒーを使用してなる清涼飲料」

裁判所は，「一般に，欧文字と仮名文字とを併記した

構成の商標において，その仮名文字部分が欧文字部分

の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識

できるときは，仮名文字部分より生ずる称呼が，その

欧文字部分より生ずる自然の称呼とみるのが相当であ

る」として，「本件商標の称呼は基本的には『フォス』

である」とした。他方，引用商標の称呼は「ボス」な

どであることから，本件商標と引用各商標とは，類似

しないとする。

また，裁判所は，セイコーアイ事件最高裁判決(9)を

引用しながら，「パイプをくわえた男性の斜め横顔」の

イラスト部分からも出所表示機能としての観念が生ず

ることから，「BOSS」の部分を取り出して本願商標と

の類否を判断することは許されないとする。

裁判所は，これらの理由から，原告の請求を認容し，

取消決定を取り消した。

なお，欧文字と仮名文字とを併記した二段併記商標

の称呼の認定についての本判決のような判断は，裁判

例においてほぼ確立したものといえる(10)。

６ 商標権侵害訴訟

（１） インターネットショッピングモールの運営者

の商標侵害責任が争われた事例

知財高判平成 24 年 2 月 14 日（平成 22 年(ネ)

10076 号）〔Chupa Chups 事件控訴審判決〕

控訴人（外国法人）は本件商標の商標権者である。

被控訴人は複数の出店者から買物ができるインター

ネットショッピングモール「楽天市場」を運営してい

る。

控訴人は，被控訴人に対し，「楽天市場」において，

ある出店者が，控訴人の登録商標に類似する標章を付
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した商品を展示・販売していたことについて，商標権

侵害などを理由として，商品の譲渡行為の差止めなど

を求めて，訴えを提起した。

原審(11)は，「商標法 2条 3項 2号の『譲渡』とは，当

該標章を付した商品の所有権を他人に移転することを

いい，有償，無償を問わないものと解される」とした。

そして，「原告（控訴人）が主張するような売却行為の

一連の行為の一部に関与する幇肋行為を行ったという

だけでは，このような商品の『譲渡』を行ったものと

認めることはできない」として，原告（控訴人）の請

求を棄却した。

これに対し，控訴審は，「ウェブページの運営者が，

単に出店者によるウェブページの開設のための環境等

を整備するにとどまらず，運営システムの提供・出店

者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一

時停止や出店停止等の管理・支配を行い，出店者から

の基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受け

ている者であって，その者が出店者による商標権侵害

があることを知ったとき又は知ることができたと認め

るに足りる相当の理由があるに至ったときは，その後

の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除

がなされない限り，上記期間経過後から商標権者は

ウェブページの運営者に対し，商標権侵害を理由に，

出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求を

することができる」として，ウェブサイトの運営者が

商標権侵害の主体となり得るとした。しかし，本件に

ついては，「ウェブサイトを運営する一審被告〔控訴審

の被控訴人〕としては，商標権侵害の事実を知ったとき

から 8日以内という合理的期間内にこれを是正したと

認める」として，「楽天市場」の運営主体である被控訴

人が，本件商標権を違法に侵害したとまでいうことは

できないとして，控訴を棄却した。

本判決は，商標法の分野において，ウェブサイトの

運営者が商標権の侵害主体として，損害賠償請求のみ

ならず，差止請求を受ける場合があり得ることを明ら

かにした重要な裁判例といえる。「楽天市場」のよう

に，各出店者が売買の当事者であり，ウェブサイト運

営者がシステムを提供しているにすぎない場合，ウェ

ブサイト運営者は「譲渡」の主体とはいえないのが通

常である。しかし，本件判決は，ウェブサイトの運営

者が，①出店者の管理・支配をし，②出店者から出店

料等の利益を受け，③出店者による商標権侵害がある

ことを知ったとき又は知ることができたと認めるに足

りる相当の理由があるに至りながら，④その後の合理

的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がされ

ないときは，商標権者はウェブサイトの運営者に対

し，商標権侵害に基づいて，出店者に対するのと同様

の差止請求と損害賠償請求をすることができると判示

した。サイト運営者としては，商標権侵害を問われな

いようにするためには，このような基準に沿い，合理

的な期間内の対応が求められよう。

（２） インターネットでの検索結果を重視して類否

判断を行った事例

東京地判平成 24 年 9 月 10 日（平成 23 年(ワ)

第 38884 号）〔アイネイル事件〕

原告は，さいたま市においてネイルサロンを経営

し，第 44 類「理容，美容」を指定役務とする登録商標

「アイネイル」（標準文字）の商標権者である。被告は，

名古屋市周辺において「INAIL／アイネイル」の店舗

名でネイルサロンを経営していた。原告は，被告に対

し，商標権侵害を理由として「INAIL／アイネイル」

の店舗名の使用差止めと損害賠償を求めた。主な争点

は，原告商標と被告標章との類否である。

裁判所は，原告商標と被告標章は，称呼と観念が類

似すると認定した上で，「『Yahoo！検索』で『アイネ

イル』を検索すると，被告の経営する店舗が……トッ

プで表示され，原告の経営する店舗が……5番目に表

示されている」ことを踏まえ，「原告商標と被告商標

は，その外観は異なるものの，称呼と観念の一部が同

一である。……原告及び被告の各店舗の距離が離れて

いるものの，……インターネットの検索画面や雑誌な

どにおいては，ネイルサロンが全国的に取り上げられ

ており，役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれが

あると認められる」として，原告商標と被告標章は全

体として類似していると判断した。そして，被告の商

標権侵害を認定し，原告の請求を認容した。

なお，本件においては，原告と被告の商圏が埼玉と

名古屋というように離れている。しかし，商圏が離れ

ていること自体は商標権侵害に基づく差止請求を妨げ

るものではない。また，「小僧寿し事件」の最高裁判

決(12)の損害不発生の抗弁の理由となるものでもない。

そこで，本判決は，取引の実情として，インターネッ

トの検索結果で，当事者がそれぞれトップと 5番目と

上位に表示されることをも考慮した上で，商標権侵害

に基づく各請求を認容したものといえる。
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（３） 商標法 38 条 2項による損害額の推定を認め

なかった事例

大阪地判平成 24 年 12 月 13 日（平成 21 年

(ワ)第 13559 号）〔ユニキューブ事件〕

原告は，指定商品を第 36 類「建物の売買」等とし，

「ユニキューブ／ unicube」の二段併記の本件商標の

商標権者である。原告は，自ら福岡県及び山口県にお

いてデザイナーズ戸建賃貸住宅の設計・施工事業（以

下「ユニキューブ事業」という。）を実施しているほ

か，同事業に必要な設計・施工・営業のマニュアル等

を他社にも提供している。

被告は，徳島県において，原告が提供するユニ

キューブ事業を営んでおり，本件商標の使用許諾を得

ている。ただし，使用許諾契約において，本件商標の

使用は，デコスドライ工法（断熱工法の一つ）を採用

する建物の工事請負契約に限り認められている。

原告は，被告がデコスドライ工法以外の建物の工事

請負契約について本件商標を使用したことは，本件販

売契約に基づく商標使用許諾の範囲外の行為であると

主張して，商標権侵害又は債務不履行に基づく損害賠

償請求をした。

裁判所は，まず，被告が商標使用許諾の範囲外の行

為をしたことを認定し，被告の行為が商標権侵害を構

成することを認めた。

その上で，裁判所は，原告の損害額の算定に関する

商標法 38 条 2 項（侵害者の利益を損害と推定する規

定）による推定の可否について，「商標権は，商標それ

自体に当然に商品価値が存在するのではなく，商品の

出所たる企業等の営業上の信用等と結び付くことに

よってはじめて一定の価値が生ずる性質を有する点

で，特許権，実用新案権及び意匠権などの他の工業所

有権とは異なる。商標権侵害があった場合，……侵害

品と商標権者の商品との間には，市場において，当然

には相互補完関係……が存在するということはできな

い」と判示し，「相互補完関係を認めるのが困難な事情

がある場合には，商標法 38 条 2 項によって損害額を

推定するのは相当でない」とする。そして，そのよう

な事情があるかどうかについては，①「商標権者が侵

害品と同一の商品を販売……をしているか」，②「販売

している場合，その販売の態様はどのようなもので

あったか」，③「当該商標と商品の出所たる企業の営業

上の信用等とどの程度結びついていたか」等を総合的

に勘案して判断すべきであるとした。

そして，本件については，原告と被告の商圏が競合

しておらず，「施主が，被告による……工事請負がなけ

れば，被告以外にユニキューブ物件を発注したであろ

うという関係も，直ちには認められない」とし，商標

法 38 条 2 項による損害額の推定は認めず，同 3 項に

より通常使用権に相当する金額を損害額として認定し

た。

本判決は，商標法 38 条 2 項は，侵害者の利益の金額

を商標権侵害に基づく損害賠償の金額を推定している

が，どのような場合に推定がされない事情が認められ

るかについて，商標権について，特許権などとの相違

を踏まえて，一定の基準を示している点が参考にな

る。そして，本判決は，商圏の違いが推定を覆す事情

となるとしながらも，本件商標の顧客誘因力を肯定

し，「小僧寿し事件」の最高裁判例(13)のように損害の

不発生までは認めず，商標法 38 条 3 項による通常使

用権に相当する損害額の賠償は，認められるとした点

が注目される。

第２部 平成 24年不正競争関係事件の判決の概観

１ 概 観

平成 24 年の不正競争防止法（以下「不競法」とい

う。）に関する判決のうち，裁判所ウェブサイトにおい

て，①知的財産裁判例集の「不正競争」に分類されて

いた判決が 38 件あり，②①以外に分類されていたも

のの不競法に関する判断が実質的になされていた判決

が 9件あった。

上記判決のうち，商品等主体混同惹起行為（不競法

2条 1項 1号）又は著名表示冒用行為（同項 2号）に関

する判決の合計が約 4割と多数を占め，商品形態模倣

行為（同項 3 号）又は営業秘密不正利用行為（同項 4

号〜9 号）に関する判決が各 2割程度，それ以外はそ

の他の不正競争行為に関する判決となっている。

以下，不競法 2 条 1 項各号（なお，以下において，

各号は，例えば，「1号」というように，号番号のみを

表示することがある。）に対応して目に付いた判決を

紹介する。

２ 商品等主体混同惹起行為（1号），著名表示冒用

行為（2号）

（１） 標章

「HE Λ RT nursing事件」(14)において，裁判所は，原

告雑誌の題号の商品等表示性について，原告雑誌の題
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号は「ハートナーシング」あるいは「HE Λ RT

nursing」であると認めた上で，「HE Λ RT」の文字の

部分が，原告雑誌の題号のうち他の部分から独立して

商品表示として機能するとして，題号部分のうち「HE

Λ RT」の部分について，標章としての商品等表示性

を認めた。

（２） 商品形態の商品等表示性

商品形態の商品等表示性に関する判決の多くは，商

品形態に商品等表示性が認められる要件として，たと

えば「ペアルーペ第一事件控訴審判決」(15)に代表され

るように，「①商品の形態が客観的に他の同種商品と

は異なる顕著な特徴を有しており（特別顕著性），か

つ，②その形態が特定の事業者によって長期間独占的

に使用され，又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販

売実績等により（周知性），需用者においてその形態を

有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとし

て周知となっていることを要すると解するのが相当で

ある。」と判示している。

上記判決のように特別顕著性及び周知性を要すると

いう基準を用いた上で判示している判決としては，①

ヒーター部を備えたシェード部が帯状であり，これを

回動させることよって使用するヘアードライヤーに関

する「ヘアードライヤー事件」(16)，②コンタクトレンズ

の虹彩径の大きさ，虹彩模様及び虹彩色に関する「カ

ラーコンタクトレンズ事件」(17)，③全高約 50㎝以上の

大型サイズのカスタマイズドール（女性）用ボディ素

体の形状に関する「カスタマイズドール事件」(18)，④デ

ザイン性を有する郵便受けの形状に関する「デザイン

ポスト事件控訴審判決」(19)がある。ただ，いずれも具

体的な判示としては，商品形態の商品等表示性につい

て否定している(20)。

なお，「ペアルーペ第二事件」（注（20）参照）にお

いては，デザイン変更された新旧商品について，「旧商

品と新商品との間において，独特の特徴を有する形態

部分が共通しており，上記デザイン変更にもかかわら

ず，その識別力がデザイン変更前後を通じて維持され

ているような場合には，新旧商品において共通する上

記特徴的部分が，新旧両商品に関する商品等表示とし

て周知性を獲得することもあり得るものと解される。」

として，その共通する形態上の特徴に対して商品等表

示性が認められる場合があることを示唆している。前

掲「カスタマイズドール事件」においても同様の前提

をとった上で，その共通する形態上の特徴について商

品等表示性の有無を判断している。

（３） 影像及びその変化の態様

影像及びその変化の態様については，既に「トラキ

ア事件／ファイアーエンブレム事件」(21)において，影

像及びその変化の態様にも商品等表示性が認められる

場合があると判示されている。

そして，携帯電話機用インターネット・ゲームソフ

トである魚釣りゲームの魚引き寄せ画面に関する「釣

り★スタ事件控訴審判決」(22)においても，原告影像の

商品等表示性について，①「ゲームの影像が他に例を

見ない独創的な特徴を有する構成であり」，かつ，②

「そのような特徴を備えた影像が特定のゲームの全過

程にわたって繰り返されて長時間にわたって画面に表

示されること等により，当該影像が需要者の間に広く

知られているような場合には」，当該影像が商品等表

示に該当することがあり得ると判示している。

しかし，「釣り★スタ事件第一審判決」(23)及び同控訴

審判決は，いずれも当該影像は商品等表示とは認めら

れないとしており，特に，控訴審判決は，上記基準の

②の要件を欠くとして，原告影像の商品等表示性を否

定している。

なお，前掲「釣り★スタ事件第一審判決」において

引用された「スペース・インベーダーゲーム事件」(24)で

は，インベーダーを主体とする各種影像とゲームの進

行に応じたこれらの変化の態様について，商品等表示

性が認められている。

（４） 同一又は類似の商品等表示

他人の営業表示（商品等表示）との類似性の判断

基準に関して，「セイロガン糖衣 A事件」(25)及び「阪急

住宅株式会社事件」(26)がある。

しかし，これらの判決においても，その判断基準は

従来の裁判例(27)と同様であり，「取引の実情の下にお

いて，取引者，需用者が，両者の外観，称呼，又は観

念に基づく印象，記憶，連想等から両者を全体的に類

似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準と

して判断するのが相当である」としている。

３ 商品形態模倣行為（3号）

（１） 商品の一部分の「商品の形態」性

クマとウサギの編みぐるみを使ったバックチャーム
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（バックの持ち手やファスナーに付けるバック用のア

クセサリー）に関する「編みぐるみバックチャーム事

件」(28)において，従前の判決(29)でも述べられていた基

準と同様の基準を前提としてではあるが，商品の一部

分の形態が「商品の形態」ということができるのかと

いう点について判示している。

すなわち，本判決は，まず，「『商品』とは，……，

それ自体独立して譲渡，貸渡し等の対象となるもので

あることが必要であり，商品の形態の一部分が独立し

た譲渡，貸渡し等の対象ではなく，販売の単位となる

商品の一部分を構成しているにすぎない場合には，当

該一部分に商品の形態上の特徴があって，その模倣が

全体としての『商品の形態』の模倣と評価し得るなど

の特段の事情がない限り，当該一部分の形態をもって

『商品の形態』ということはできない」とする。

そして，「本件において，原告又は被告が編みぐるみ

部分のみを単体で販売しているなどの事情は認めるこ

とができず，かつ，……被告商品 2と原告商品 2には，

編みぐるみ部分以外の部分において相違点が存在し，

上記相違点は軽微なものということができないもので

あるから，編みぐるみ部分のみの形態の共通性をもっ

て『商品の形態』の模倣と評価することはでき」ない

と判示している。

（２）「ありふれた形態」の判断方法

また，3号の保護の対象となる「商品の形態」からは

除外されると解されている「ありふれた形態」に関し

て，携帯ゲーム機用コイル状ストラップ付きタッチペ

ンに関する「携帯ゲーム機用タッチペン事件」(30)では，

ありふれたかどうかの判断方法について判示した。

すなわち，裁判所は，「不競法 2 条 1 項 3 号……に

よって保護される『商品の形態』……は必ずしも独創

的なものであることを要しないが，他方で，商品全体

の形態が同種の商品と比べて何の特徴もないありふれ

た形態である場合には，特段の資金や労力をかけるこ

となく作り出すことができるものであるから，このよ

うなありふれた形態は，同号によって保護される『商

品の形態』に該当しない」とする。

そして，「ありふれた形態であるか否かは，商品を全

体として観察して判断すべきであり，全体としての形

態を構成する個々の部分的形状を取り出してそれぞれ

がありふれたものであるかどうかを判断し，その上

で，ありふれたものであるとされた各形状を組み合わ

せることが容易かどうかによって判断することは相当

ではない。」とする。

４ 営業秘密不正利用行為（4号〜9 号）

不競法 2条 1項 4号から 9号にいう「営業秘密」は

同法 2 条 6 項において定義されていることから，「営

業秘密」として保護されるためには，①秘密管理性，

②有用性，③非公知性を要するとされている。

平成 24 年判決において，唯一「営業秘密」であると

認められたものとして，東京証券取引市場第 2部上場

であって投資用マンションの販売を中心とした不動産

販売を業とする原告会社 X1 及び，X1 の完全子会社

であって X1 の販売した不動産の管理及び賃貸等を業

とする原告会社 X2 の顧客情報（被告らの携帯電話や

記憶に残っていたものも含め）の営業秘密性が争われ

た「投資用マンション顧客情報事件控訴審判決」(31)が

ある。本判決では，秘密管理性の点について，原告

（控訴人）会社 X1 が東京証券取引市場第 2部上場の

会社であったことから，「相応の情報管理体制が求め

られるべきである」として，高いレベルの秘密管理を

求めている。秘密管理の程度は秘密の主体やアクセス

者に応じて相対的なものだと解されており(32)，裁判

例(33)においても，事業規模等を総合的に考慮して秘密

管理としての程度が判断されている(34)。

５ 品質等誤認惹起行為（13号）

主として被告製品が原告の有する「電力ブレーカ」

に関する特許を侵害するか否かについて争われ，予備

的に 13 号に関して争われた「電気ブレーカ事件」(35)で

は，電気安全法上の PSE表示を 13 号における「品質」

に関する表示と認めた上で，被告新製品が PSE表示

を付すための手続的要件を満たしていないにもかかわ

らず，被告が PSE表示を付した被告新製品を譲渡し

たことが 13 号に該当すると判示した(36)。

６ 信用毀損行為（営業誹謗行為）（14号）

（１） 虚偽の「事実」の摘示

―「意見の表明」との区別

虚偽の事実における「事実」とは外界において知覚

しうる現象のみならず，人の内部的現象すなわち動

機・目的･企図などもそれが立証されうる方法にて観

察されるものである限り事実に属するとされている

が，その一方で，主観的見解・批評･抽象的推論のごと
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き価値判断は事実ではないとされている(37)。ただ，事

実か主観的見解等かの区別は微妙な問題であって，か

なりの困難性があると思われる。

この点に関し，被告装置が原告所有の水門凍結防止

装置の特許権を侵害するかについて争われた「水門凍

結防止装置事件」（前掲注（34）参照）の反訴事件では，

原告が競争関係にあった被告の取引先である河川事務

所に対して提出した書面における，

「２−１ 特記仕様書に対する評価

（１）承認申請されたヒーターは鋼管発熱方式か

→ 承認されたヒーターが鋼管発熱方式の場合

は，日本工営特許『誘導発熱鋼管方式による

水門凍結防止装置』に抵触の可能性がある。」

との記載について，裁判所は，原告が河川事務所から

委託を受けた本件工事の設計業務等に関する意見等の

表明の一環に過ぎないとして，原告の行為は虚偽の事

実の告知に当たらないと判示している。

また，弁護士である原告が行政書士である被告事務

所のブログに記載された記事の削除を求めた「行政書

士事務所ブログ事件」(38)では，事実の摘示なのか意見

ないし論評の表明なのかの判断基準として，「意見な

いし論評の表明に当たるかのような語を用いている場

合であっても，一般の閲覧者の普通の注意と読み方と

を基準に，前後の文脈や記事の公開当時に閲覧者が有

していた知識ないし経験等を考慮する」と判示してい

る。

（２） 営業上の信用

営業上の信用とは，経済的価値に対して他人（社会）

が与えるところの価値判断であると解されており，こ

の点について注のような学説(39)及び裁判例(40)がある。

被告が原告の取引先である訴外会社に対して，原告

からの購入品を使用した訴外会社製品が被告特許を侵

害している旨の告知を行ったことが，当該購入品を製

造した原告の「営業上の信用を害する事実の告知」に

当たるとして争われた「有機 EL 事件」(41)では，裁判所

は，まず「営業上の信用」について，不競法 2条 1項

14 号の趣旨から「他人」（競業者）が被告知者等の第三

者から受ける営業上の信用だと判示した。その上で，

本件のように被告知者（訴外会社）に対して特許権を

侵害しているとの告知がされた場合においても，「告

知内容が，直接的には被告知者の行為のみを対象とす

るものであり，『他人』について言及されることがな

かったとしても，被告知者が告知を受けた原因を『他

人』に求めることが合理的といえる場合には，当該告

知行為によって，『他人』は事実上の不利益を受けるに

止まらず，被告知者から受ける信用が害されたという

べきであるから，当該告知行為は『他人の営業上の信

用を害する』告知に当たる」とし，原告との関係にお

いて「営業上の信用を害する事実の告知」に該当する

と判示した。

（３） 損害賠償請求における過失の認定

14 号の不正競争行為による不競法 4 条に基づく損

害賠償請求には，当然のことながら故意・過失が要件

となっている。特に，その過失の有無については注意

義務の程度とも関連して問題となるケースが多い。

前掲「ドライビングアシストコントローラー事件」

（注（20）参照）では，形態模倣した旨の警告を取引先

に発したことについて，取引先等に「警告をするに当

たっては，当該警告が不競法 2条 1項 14 号の『虚偽の

事実』の告知，流布とならないよう，当該販売者の商

品が自己の商品の形態を模倣した違法なものに該当す

るか否か，その前提として自己の商品の形態が法的に

保護される形態に当たるか否かについて検討すべき注

意義務を負う」と一般論を述べた上で，「被告製品の形

態について，…商品の機能及び効用を確保するために

不可欠な形態に当たるか否か，また，同種製品の形態

にどのようなものがあるかなど，被告製品の形態が不

競法 2条 1項 3号で保護される形態に当たるか，原告

が被告製品の『形態を模倣した』といえるかを判断す

るに当たって当然に検討すべき事項に係る調査検討の

有無，内容につき，何ら主張立証していないことから

すると，被告が…行為を行うに当たって上記注意義務

を尽くしたものと認めることはできない」として被告

の過失を認めた。

他方，前掲「有機 EL 事件」では，特許侵害品である

旨の警告を取引先に発したことにつき過失を認めな

かった。裁判所は，不競法 2 条 1 項 14 号の不正競争

行為を行った者の故意・過失の有無については，特許

侵害の告知が，特許が無効であり，又は，特許に無効

理由があるため不正競争行為に該当する場合であって

も，不正競争行為を行った時点を基準とすべきである

と判示した。その上で，「特許権侵害の警告等の告知
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行為を行った告知者は，仮に告知行為時点の特許請求

の範囲記載の発明に無効理由があるとしても，告知行

為後の訂正審判請求又は特許無効審判における訂正請

求によって特許請求の範囲を訂正し，その無効理由を

解消できるものと考えるのが通常であるから，告知行

為後に訂正審判請求がされた場合において，当該訂正

審判請求が同法 126 条 1 項，3項，4項の訂正要件を満

たし，かつ，告知の対象となった製品が訂正後の特許

請求の範囲記載の発明の技術的範囲に属するときは，

その発明が独立特許要件（同法 126 条 5 項）を欠くと

する理由（無効理由に相当）について告知行為を行っ

た時点における過失の有無を判断するのが相当であ

る。」と判示した。

注

(1)裁判所ウェブサイト（http://www.courts.go.jp）の「裁判例

情報」サイト。

(2)知財高判平成 22 年 7 月 12 日（平成 21 年(行ケ)第 10404

号）〔SHI− SA事件〕は，履物，運動用特殊靴などを指定商

品とする著名な登録商標「PUMA」の図柄を連想するような

図柄を用い，文字部分を「SHI− SA」に置き換えた結合商標

について，商標法 4条 1項 15 号（混同のおそれ）を理由とす

る商標登録取消決定の取消訴訟であるが，裁判所は，パロ

ディ性（混同のおそれを基礎づける事情として補助参加人

プーマが主張した。）を考慮する余地はないとして，15 号該

当性の有無のみで判断をしている。

なお，土肥一史「商標パロディ」中山信弘ほか 2名編『牧

野利秋先生傘寿記念論集 知的財産権 法理と提言』（青林

書院，2013 年）879頁（894頁）は，商標に関するパロディが

許容されるのは，「出所の混同を生ずるおそれがなく，著名商

標の識別力ないし信用価値の毀損が認められない場合に限る

べきである」とする。

(3)最判平成 12 年 7 月 11 日（平成 10 年(行ヒ)第 85 号）民集

54巻 6 号 1848頁〔レール・デュ・タン事件〕

(4)なお，「Tarzan」とのアルファベット表記の被告商標につい

ても，知財高判平成 24 年 6 月 27 日（平成 23 年(行ケ)第

10400 号審決取消請求事件）において，同様の判断がなされ

ている。

(5)最判平成 2年 7月 20 日（昭和 60 年(オ)第 1576 号）民集 44

巻 5 号 876頁〔ポパイ第 3事件〕

(6)小野昌延編『注解 商標法〔新版〕下巻』（青林書院，2005

年）1181頁〔木棚照一〕。

(7)最判昭和 61 年 1 月 23 日（昭和 60 年(行ツ)第 68 号）集民

147 号 7頁＝判例時報 1186 号 131頁＝判例タイムズ 593 号

71頁〔GEORGIA事件〕。

(8)最判平成 20 年 9 月 8 日（平成 19 年(行ヒ)第 223 号）集民

228 号 561頁＝判例時報 2021 号 92頁＝判例タイムズ 1280

号 114頁〔つつみのおひなっこや事件〕は，「結合商標につい

て，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の

商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その

部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識と

して強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，そ

れ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じな

いと認められる場合などを除き，許されない」とした。

(9)最判平成 5年 9月 10 日（平成 3年(行ツ)第 103 号）民集 47

巻 7 号 5009頁〔SEIKO EYE事件〕。

(10)例えば，近時のものとしては，知財高判平成 21 年 1 月 28

日（平成 20 年 (行ケ)第 10223 号）〔コラゲテクト／

COLLAGE TECHTO事件〕。

(11)東京地判平成 22 年 8 月 31 日（平成 21 年(ワ)第 33872 号）

判例時報 2127 号 87頁〔Chupa Chups事件第一審判決〕。

(12)最判平成 9年 3月 11 日（平成 6(オ)第 1102 号）民集 51巻

3 号 1055頁〔小僧寿し事件〕。

(13)前掲注（12）・最判平成 9年 3月 11 日〔小僧寿し事件〕。

(14)大阪地判平成 24 年 6 月 7 日（平成 23 年(ワ)第 12681 号）

〔HE Λ RT nursing事件〕。

(15)知財高判平成 24 年 12 月 26 日（平成 24 年(ネ)第 10069

号）〔ペアルーペ第一事件控訴審判決〕。

(16)大阪地判平成 24 年 9 月 20 日（平成 22 年(ワ)第 16066 号）

〔ヘアードライヤー事件〕。

(17)大阪地判平成 24 年 10 月 23 日（平成 21 年(ワ)第 15343

号）〔カラーコンタクトレンズ事件〕。

(18)東京地判平成 24 年 11 月 29 日（平成 23 年(ワ)第 6621 号）

〔カスタマイズドール事件〕。

(19)大阪高判平成 24 年 12 月 7 日（平成 24 年(ネ)第 1719 号）

〔デザインポスト事件控訴審判決〕。

(20)商品形態の商品等表示性に関するその他の判決として，東

京地判平成 24 年 7 月 4 日（平成 22 年(ワ)第 41231 号）〔ペア

ルーペ第二事件〕，東京地判平成 24 年 3 月 21 日（平成 22 年

(ワ)第 145（本訴）／平成 22 年(ワ)第 16414 号（反訴））〔ド

ライビングアシストコントローラー事件〕，大阪地判平成 24

年 11 月 8 日（平成 23 年(ワ)第 5742 号）〔巻き爪矯正具事

件〕。

(21)東京地判平成 14 年 11 月 14 日（平成 13 年(ワ)第 15594

号）〔トラキア事件／ファイアーエンブレム事件〕。

(22)知財高判平成 24 年 8 月 8 日（平成 24 年(ネ)第 10027 号）

〔釣り★スタ事件控訴審判決〕。

(23)東京地判平成 24 年 2 月 23 日（平成 21 年(ワ)第 34012 号）

〔釣り★スタ事件第一審判決〕。

(24)東京地判昭和 57 年 9 月 27 日（昭和 54 年(ワ)第 8223 号）

〔スペース・インベーダー事件〕。

(25)大阪地判平成 24 年 9 月 20 日（平成 23 年(ワ)第 12566 号）

〔セイロガン糖衣 A事件〕。

(26)大阪地判平成 24 年 9 月 13 日（平成 23 年(ワ)第 15990 号）

〔阪急住宅株式会社事件〕。

(27)最判昭和 58 年 10 月 7 日（昭和 57 年(オ)第 658 号）〔マン

パワー事件〕，最判昭和 59 年 5 月 29 日（昭和 56 年(オ)第

1166 号）〔アメリカンフットボール事件〕。

(28)東京地判平成 24 年 1 月 25 日（平成 23 年(ワ)第 15964 号）
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〔編みぐるみバックチャーム事件〕。

(29)東京地判平成 17 年 5 月 24 日（平成 15 年(ワ)第 17358 号）

判例時報 1933 号 107頁＝判例タイムズ 1196 号 294頁〔マン

ホール用足掛具事件〕。

(30)東京地判平成 24 年 12 月 25 日（平成 23 年(ワ)第 36736

号）〔携帯ゲーム機用タッチペン事件〕。

(31)知財高判平成 24 年 7 月 4 日（平成 23 年(ネ)第 10084 号／

平成 24 年(ネ)第 10025 号）〔投資用マンション顧客情報事件

控訴審判決〕。

(32)小野昌延編著『新・注解 不正競争防止法〔新版〕（下巻）』

（青林書院，2007 年）764頁以下〔小野昌延＝大瀬戸剛志＝苗

村博子〕，小野昌延＝松村信夫著『新・不正競争防止法概説』

（青林書院，2011 年）299頁以下。

(33)大阪地判平成 15 年 2 月 27 日（平成 13 年(ワ)第 10308 号）

〔セラミックコンデンサー設計図不正取得事件〕。

(34)その他「営業秘密性」が争点となった主な判決としては，

知財高判平成 24 年 2 月 29 日（平成 23 年(ネ)第 10061 号）

〔服飾品卸販売業顧客名簿等不正使用事件〕，東京地判平成 24

年 4 月 26 日（平成 21 年(ワ)第 38627，44344 号（本訴）／平

成 22 年(ワ)第 16300 号（反訴））〔水門凍結防止装置事件〕，

東京地判平成 24 年 6 月 1 日（平成 21 年(ワ)第 16761 号，平

成 22 年(ワ)第 17059 号）〔許認可申請ノウハウ事件〕がある。

(35)大阪地判平成 24 年 9 月 13 日（平成 22 年(ワ)第 6028 号）

〔電気ブレーカ事件〕。

(36)その他 13 号に関する判決として，東京地判平成 24 年 10

月 25 日（平成 22 年(ワ)第 47173 号）〔塩漬桜葉原産地事件〕，

前掲注（7）記載〔巻き爪矯正具事件〕。

(37)小野昌延編著『新・注解 不正競争防止法〔新版〕（上巻）』

（青林書院，2007 年）698〜699頁〔木村修治〕。

東京地判平 15 年 9 月 30 日（平成 15(ワ)第 15890 号）判例

時報 1843 号 143頁＝判例タイムズ 1144 号 276頁〔サイボー

ズ虚偽陳述事件〕。

(38)東京地判平成 24 年 12 月 6 日（平成 24 年(ワ)第 11119 号）

〔行政書士事務所ブログ事件〕。

(39)小野編著・前掲注（37）688頁以下〔木村修治〕。

(40)大阪地判昭和 39 年 5 月 29 日（昭和 30 年(ワ)第 3896 号）

判例タイムズ 162 号 191頁〔信用交換所大阪本社事件〕。

(41)東京地判平成 24 年 5 月 29 日（平成 22 年(ワ)第 5719 号）

〔有機 EL 事件〕。
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「著作権法コンメンタール別冊 平成 24年改正解説」
池村聡，壹貫田剛史 著（勁草書房）

平成 24 年 6 月に著作権法の大規模な改正が行われました。平成 24 年改正法は，いわゆる違

法ダウンロード罰則化に係る規定を含んでいます。このため，平成 24 年改正法が世間の耳目

を広く集めたことは，皆様の記憶に新しいことと思います。

本書は，2009 年 1 月に刊行された「著作権法コンメンタール」（全 3巻）の別冊であり，平成

24 年改正法について解説するものです。本書では，逐条形式で各条文についての改正経緯や意

義などが詳細に解説されています。

技術的保護手段（第 2条関連）の解説では，各種保護技術（例えば，SCMS, CSS）や，いわ

ゆる「マジコン」について，詳細に，且つ，平易に解説されています。したがって，改正法第

2条が対象とする技術的保護手段の理解に，非常に役立つものと思います。

また，いくつかの条文の解説における「実務解説」では，「いわゆる「写し込み」の取扱い」

（第 30 条の 2関連）や「動画投稿サイトの視聴時に作成されるキャッシュの取扱い」（第 119 条

関連）など，きわめて今日的な問題について解説されています。

本書は著作権法に関する実務を行っている方にとって必携の書であると思います。

（会誌編集部 伊藤 裕貴）
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